
平成27年の年頭に当たり、一言ご挨拶を申し上げ

ます。

会員の皆様には、ご家族お揃いで佳いお年をお迎

えのことと、心からお慶びを申し上げます。

また常日ごろ北海道医師会の活動に対しましてご

協力、ご支援をいただいておりますことに厚くお礼

を申し上げます。

昨年４月、診療報酬の改定が行われました。消費

税５％から８％への増税との同時改定で、消費税増

税分が診療報酬で対応されることとされましたが、

診療報酬は全体では実質マイナス改定でした。 安

倍政権発足後のアベノミクス政策の強力な推進で大

企業の経営状況が回復し世の中は一見景気が良く

なった様に見えますが、国民に実感されるまでに

至っていません。医療機関にとっては相変わらず厳

しい状況が続いています。物価の上昇で控除対象外

消費税が重くのしかかっています。消費税増税分は

医療、介護等社会保障に充当されることとなってい

ますが、それ以外に回されるというようなことのな

いように十分な注意が必要です。

昨年暮れ、今年10月消費税10％への増税が、期待

されていたような景気の上昇がみられていないとし

て、予期しない突然の衆議院解散、そして総選挙と

いう慌ただしい日々の後、今、新たな年を迎えるこ

とになりました。選挙結果は安倍総理の描くシナリ

オ通りで、これからいっそう経済成長一辺倒の国の

運営が行われていくことになるでしょう。医療に経

済原理主義が持ち込まれては大変です。また、国の

予算成立の遅れと、消費税増税の見込み違いで医

療、介護、福祉等社会保障への手当てが遅れるのが

心配です。

昨年、社会保障制度改革で19にも及ぶ法案が一括

審議され、十分な議論が尽くされないままに重要な

法案が成立しました。

なかでも次の三つが重要です。医療介護総合確保

推進法案、第６次医療法改正、介護保険制度の改革

です。医療介護総合確保推進法は、これからの超高

齢社会に対応し地域の医療提供の整備(医療介護施

設や医療従事者確保)に消費税を基に新たな基金制

度(新基金)を創設するものです。医療法改正では地

域に必要な病床機能分化を病床報告制度を基に地域

医療構想を作成します。介護保険制度改革は、市町

村主体の制度を都道府県に移行。介護支援の見直し

と、利用者負担増で経費圧縮を図るもので極めて重

い社会保障制度の見直しです。また、医療法改正の

中には、これまで長く議論されていた医療事故調査

制度づくりが含まれています。いずれもこれからの

医療のあり方を左右する重要な法案です。しっかり

した議論が必要です。

昨年は、気象変動が激しく多くの地方での竜巻被

害、また御嶽山の突然の噴火による犠牲者の発生、

通常見ることのない場所に季節外れの大雪被害と、

これまでに経験しない多くの災害が発生していま

す。これらが人による環境の変化によるものであれ

ば、人類の滅亡にもつながりかねません。世界中の

人が考えなければならないことです。

５年後には東京で夏季オリンピックが開催される

ことになっており、この度札幌市も冬季オリンピッ

クに再度名乗りを上げることになりそうです。先ご

ろ、大変に話題になった日本創成会議の人口減少に

よる｢地方消滅｣のショッキングな発表を、真摯に受

け止めいかに地方を創生させるか、早く取り組まな

ければなりません。その一つの起爆剤となることを

期待するところです。

日本医師会では昨年６月に役員選挙が行われ、一

部役員の交代がありましたが、横倉会長をはじめほ

とんどの役員が再任されました。北海道からは、副

会長に中川俊男先生、監事に松家治道札幌市医師会

長、理事に北海道医師会長の小職、そして裁定委員

に元小樽市医師会長の城 守先生が選任されまし

た。橫倉会長は｢地域医療を支える｣｢組織を強くす

る｣｢将来の医療を考える｣の三つを掲げ、活動を

行っています。北海道医師会も日本医師会の方針に

同調、それに地域特有のさまざまな問題に対して、

的確に対応し、また、北海道発のユニークで、他の

都府県の模範となるような活動を行っていきたいと

思っています。

本年も会員の皆様の力強いご支援、ご協力をお願

い申し上げます。
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